
物品製造・役務の提供等業務

　武雄市が発注する物品製造・役務の提供等業務ついて、競争入札（見積り合わせを含む。）に

参加を希望される方は、以下の事項に十分留意の上、入札参加資格審査申請書を提出してくださ

い。

１.　競争入札に参加することができない者

（１）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を

得ない者

（２）市税（市外の者にあっては、その者に係る市区町村税）を滞納している者

（３）都道府県税を滞納している者

（４）消費税及び地方消費税を滞納している者

（５）営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

（６）武雄市が発注した物品製造・役務の提供等業務に関する債務を履行していない者

（７）資格審査申請書及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

（８）次のいずれかに該当する者

　　　ア　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条

　第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）及び暴力団員（暴力団員による不当な行為

　の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

イ　暴力団又は暴力団員と社会的に避難される関係を有する者

ウ　役員等が暴力団員であると認められる者

エ　暴力団又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められる者

オ　役員等が、不正に財産上の利益を得るため、又は債務履行を強要するために暴力団員に

　　　　よる威力を利用したと認められる者

　　　カ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を不当に与え

　　　　ていると認められる者

２.　提出物（詳細は、「１０.提出書類」をご覧ください。）

（１）書類を一覧表の順に上から重ねて綴じたもの（全て片面印刷）　１部

　　 ※２つ穴パンチにて左辺に穴あけし、ファイル（サイズ/A４縦、とじ具/樹脂製、表紙/色

　　　板紙（古紙パルプ配合）、色/黄）に綴じてください。

　　※背表紙の中央に会社名のみ記入してください（ファイルに社名等印刷されたものを除く）。

（２）返信用封筒　１通（入札参加資格審査申請書受付票送付用）

３.　申請の受付期間

（１）定期申請　 県外事業者県外事業者【県外に本社（本店）のある事業者】　

　令和６年１２月２日（月）から令和６年１２月２７日（金）まで

　　　　　　　　 県内事業者県 内事業者【県内に本社（本店）のある事業者】　

　令和７年　１月６日（月）から令和７年　１月３１日（金）まで

（２） 随時申請　令和７年４月１日（火）以降

令和７年度・８年度　武雄市競争入札参加資格審査申請要領



４.　提出先

　〒843-8639　佐賀県武雄市武雄町大字昭和１２番地１０

　武雄市役所 総務部 財政課 契約検査係

５.　入札参加資格有効期間

（１）定期申請　令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで

（２）随時申請　資格認定の日から令和９年３月３１日まで

　郵送

　※封筒の表面に必ず「令和７年度・８年度武雄市競争入札参加資格審査申請書在中」と記載し

　　てください。

７.　申請の結果について

　　認定結果の個別の通知は行いません。武雄市ホームページへの有資格者名簿公開をもって審

　査結果の通知とさせていただきます。（令和７年４月上旬頃公開予定）

　　事情により受付票が必要な方は、郵便番号・住所・氏名を記載し、切手を貼付した定形長３   

　を提出してください。

８.　申請した事項の変更等の届出

　　申請書の提出後、変更等が生じた場合には、速やかに「競争参加資格審査申請書変更届

　（物品製造等）」により、変更等の届出をしてください。

９.　お問い合わせ先

　武雄市役所 総務部 財政課 契約検査係

　　電話番号 （直通） ０９５４－２３―９３２０

　　メールアドレス keiyaku@city.takeo.lg.jp

　　お問い合わせ時間 午前９時から１２時まで／午後１時から４時まで

６.　提出方法



１０.　提出書類（編綴順序）　　　　　　　　　　　　　　　

提出書類の表示　◎：提出が必要、×：提出の必要なし、△該当者のみ必要

営業所一覧表（物品製造等）

営業所一覧表（物品製造等）

1

2

3

4

5

6

・所定様式

・武雄市との取引を希望する営業品目

の「小分類」欄に〇を記入してくださ

い。

・希望する営業種目がないページも含

めて提出してください。

・武雄市との取引を希望する営業品目

の「小分類」欄に〇を記入してくださ

い。

・希望する営業種目がないページも含

めて提出してください。

・所定様式

・武雄市との取引を希望する営業品目

の「小分類」欄に〇を記入してくださ

い。

・希望する営業種目がないページも含

めて提出してください。

7 ◎ ◎

提出書類チェック表 ◎ ◎

◎ ◎

参加希望営業品目一覧表（役

務の提供等）

参加希望営業品目一覧表（物

品の製造）

※一般競争(指名競争)参加資格審査申

請書（物品製造等）は、武雄市のみで

の登録なります。

・様式第２号①

※インターネット方式での登録申請は

行っていません。

※委任先の情報を記載してください。

◎ ◎

参加希望営業品目一覧表（物

品の販売）

◎ ◎

備考個人番号 提出書類 法人

・書類のチェック、担当者名等を記載

してください。

※記載事項が１枚で終わらない場合に

は、同一の様式を用いて引き続き延長

して記載してください。

・様式第２号②

※本表は、申請日現在で作成してくだ

さい。

※本表は、申請日現在で作成してくだ

さい。

・申請書様式

・所定様式

一般競争(指名競争)参加資格

審査申請書（物品製造等）

◎ ◎

△ △



許可証等の写し △△

【全体人数】

資格ごとに、武雄市内人数も含めた申

請者全体の人数を記入してください。

該当する者がいない場合は、空欄にし

てください。

・許認可・資格者一覧表に記載してい

る許可・認可・登録等を取得している

場合、それを受けていることを証する

書面の写しを提出してください。

・有効期限のあるものは、その期限が

記載されたものを提出してください。

・申請時において有効であるものを提

出してください。

9

△8

・希望する営業品目に対応する「許認

可・資格等」欄に記載してある資格に

ついて、申請者の常勤従業員で、該当

する資格を有している者の人数を記入

してください。

・１人が複数の資格を有している場合

は、それぞれの資格の人数に重複して

計上してください。

【武雄市内人数】

資格ごとに、武雄市内の支店等に配属

されている人数を記入してください。

該当する者がいない場合は、空欄にし

てください。

・該当する許可等がある場合は、その

許認可等を取得していることを証する

書面（許認可等、申請時において有効

であるもの）の写しを提出してくださ

い。

許認可・資格者一覧表 △ ・所定様式

・例示しているもの以外で、営業に関

する許認可等があれば、その名称を書

き加えてください。

・許認可等に関する事項は、各審査機

関にお問い合わせください。

・希望する営業品目に対応する「許認

可・資格等」欄に記載してある許可等

を取得していれば（　）に〇を記入し

てください。



代理店・特約店証明書の写し

有資格者名簿

印刷製本関係設備調書

国税庁「e-Tax」ホームページ 

（URL：http://www.e-tax.nta.go.jp/)

◎

△ △

・税務署発行

【法人の場合】

・証明年月日が申請書提出時以前の３

か月以内のもの

・製造元、問屋等と代理店又は特約店

契約をしている場合のみ添付してくだ

さい。

10

13

12

11 △ △

△ △

消費税及び地方消費税の納税

証明書【写しでも可】

・許認可・資格者一覧表（所定様式）

に記入した武雄市内の有資格者につい

て、許認可・資格者一覧表（所定様

式）の資格名欄に記載している番号順

にそれぞれの資格ごとに氏名等を記入

してください。

　記入欄が不足する場合は、様式を複

写の上記入してください。

・所定様式

・「印刷・製本」を希望する場合のみ

作成すしてください。

◎

※納税証明書の証明内容は、必ず、

「・・・未納の税額はありません。」

という内容が記載されていること。

【個人の場合】

・所定様式

（その３の２・｢申告所得税及び復興特

別所得税｣及び｢消費税及地方消費税｣に

ついて未納税額の無い証明用）

・非課税でも提出必要です。

・e-Tax（国税電子申告・納税システ

ム）による電子納税証明書について

詳しくは、以下のホームページを参照

ください。

（その３の３・｢法人税｣及び｢消費税及

地方消費税｣について未納税額の無い証

明用）



・本社名義のものを取得してください。

・本社名義のものを取得してください。

◎

※いずれか

１つ

◎

※いずれか

１つ

14 都道府県税の納税証明書【写

しでも可】

・非課税でも提出必要です。

・受任者を設定しない場合は、本社の

所在地の都道府県で取得してくださ

い。

　受任者を設定する場合は、受任者の

所在地の都道府県で、本店名義のもの

を取得してください。

・都道府県税について未納（滞納）が

ないという旨の証明書

・証明年月日が申請書提出時以前の３

か月以内のもの

【佐賀県内に本店又は支店等がある場

合】

・佐賀県税について未納がないことの

証明書

・市区町村民税について未納（滞納）

がないという旨の証明書

・市区町村発行

（金額による証明のみ発行できる場合）

・法人都道府県民税、法人事業税・特

別税の納税証明書

・直近事業年度分

・都道府県税事務所発行

・受任者を設定しない場合は、本社の

所在地の市区町村で取得してくださ

い。

　受任者を設定する場合は、受任者の

所在地の市区町村で、本店名義のもの

を取得してください。

・佐賀県税事務所発行

【上記以外の場合】

15 ・非課税でも提出必要です。

・証明年月日が申請書提出時以前の３

か月以内のもの

【武雄市内に本店又は支店等がある場

合】

市区町村税の納税証明書【写

しでも可】

◎ ◎

・武雄市税について滞納がないことの

証明書

・武雄市役所市民課発行

【上記以外の場合】



・法務局発行

・証明年月日が申請書提出時以前の３

か月以内のもの

・本籍地の市町村発行

16 ◎ ×

17 × ◎

登記事項証明書【写しでも

可】

身分証明書【写しでも可】

・法人の場合には、登記事項証明書

（履歴（現在）事項証明書）（写しで

も可）を提出してください。

・登記事項証明書については証明年月

日が申請書提出時以前の３ヶ月以内の

ものとします。

※申請者が個人である場合、身分証明

書（写しでも可）を提出してくださ

い。



・所定様式19

・損益計算書

・開業後１年未満の場合は、税務署に

提出した「個人事業の開業届出書」

（受付印が押印されているもの）の写

しも併せて提出してください。

※資格審査受付期間中に審査基準日の

直前１年における財務諸表類の調整が

完了しない場合には、その前年度の財

務諸表類を提出してください。

設立後に決算期を迎えていない場合

は、設立時の貸借対照表を提出してく

ださい。

18 ◎ ◎

・損益計算書

・株主資本等変動計算書及び注記表

（消費税に係る処理方針が確認できる

ものを添付してください。）

【個人の場合】

・審査基準日の直前１年の各事業（営

業）年度のもの。

・所定様式

・武雄市との契約行為（見積、契約締

結、請求等）において、今後使用する

印鑑を枠内に押印してください。

財務諸表類【1年分】

・貸借対照表

委任状 △ △

・本店の代表者から支店長等へ契約行

為の権限全てを継続して委任する場合

に提出が必要です。

・申請日の直前における財務諸表類

（１年分）を提出してください。

【法人の場合】

・審査基準日の直前１年の各事業（営

業）年度のもの。

・表紙（法人名、会計期間の記載のあ

るもの）

・貸借対照表

20 ◎ ◎使用印鑑届

・契約権者（代表者、又は委任を受け

た方）を表す印鑑でなければなりませ

ん。



・印鑑証明書

考に作成してください。

25 △ △

26 ◎ ◎

・所在地の市区町村発行

21 ◎ ◎

22 ◎ ◎誓約書

印鑑（登録）証明書【写しで

も可】

・証明年月日が申請書提出時以前の３

か月以内のもの

【法人の場合】

・法務局発行

【個人の場合】

・印鑑登録証明書

※番号２の申請書類の作成については、全省庁統一資格申請書記入要項（令和3年11月版）を参

・所定様式

・武雄市暴力団排除条例等に関して誓

約していだだく書類です。

・サイズ/A４縦、とじ具/樹脂製、表紙

/色板紙（古紙パルプ配合）、色/黄

（イエロー）

ファイル

・必要な場合のみ提出してください。

・任意様式でも可能です。

・受付表が必要な場合の同封してくだ

さい。

・送付先（住所、申請者（法人）名

等）を表面に必ず記載してください。

（宛名には「御中」又は「様」を記入

してください。）

23 △ △

返信用封筒（長３封筒）

受付表

・カラーでスキャンをして提出してく

ださい。

・所定様式

・武雄市内にある本店及び支店等は作

成してください。

・写真は、事業所全景写真（看板等、

社名が確認できるもの）及び事業所内

部が広範囲に写っているもの各１枚。

・案内図は住宅地図等の添付でも可。

営業所所在地等報告書【市内

業者の方のみ】

24 △ △


